
トップ くらし・教育 観光・文化 産業・労働 行政・まちづくり 移住・定住

安心・安全

海陽町空き家バンク

公開日 2016年05月18日

　海陽町では、定住促進・地域の活性化を図ることを目的に、町内の空き家の賃貸又は売却を希望する所有者から

提供された物件の情報を空き家バンクに登録し、利用希望者へ空き家情報を提供します。

 

ご利用にあたって

◆物件の交渉・契約は、所有者と利用希望者との当事者（直接）交渉です。

◆町では物件情報の紹介や必要な連絡調整を行いますが、物件の交渉・契約に関する仲介行為は行いません。

※仲介業者のご利用は任意です。

 

海陽町空き家バンクのしくみ

 

ご利用の流れ

海陽町空き家バンクを利用する場合は、登録（物件登録・利用希望登録）が必要です。

「海陽町空き家バンク設置要綱」、「ご利用の流れ」等を確認し、制度の内容をご理解のうえ、お申し込みください。

海陽町空き家バンク設置要綱(113KB)

ご利用の流れ/空き家を貸したい・売りたい方（所有者）へ

ご利用の流れ/空き家を借りたい・買いたい方（利用希望者）へ

 

空き家登録物件

登録物件一覧

 

関連ワード

移住 空き家

TOP > 記事カテゴリ > 分野 > 移住・定住 > 住まい

TOP > 記事カテゴリ > 分野 > 移住・定住

TOP > 組織 > 海陽町役場 > まち・みらい課

海陽町空き家バンク | 海陽町 http://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2016040400012/

1 / 2 2017年10月06日 10:50



お問い合わせ

海陽町役場　まち・みらい課

TEL：0884-73-4156 E-Mail：machimirai@kaiyo-town.jp

PDFの閲覧にはAdobe System社の無償のソフトウェア「Adobe Reader」が必要です。下記の

Adobe Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Readerダウンロード

戻る

｜個人情報の取り扱い｜リンク｜著作権｜免責事項｜お問い合わせ｜RSSについて｜Powered by Joruri
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トップ くらし・教育 観光・文化 産業・労働 行政・まちづくり 移住・定住

安心・安全

空き家バンクご利用の流れ～空き家を借りたい・買いたい方（利用希望者）へ

公開日 2016年04月11日

「ご利用の流れ」空き家を借りたい・買いたい方（利用希望者）へ

 

１．物件の紹介

海陽町のホームページ、窓口等で空き家情報を閲覧

 

２．利用申込

空き家の利用を希望する方は、海陽町空き家バンク設置要綱を確認のうえ、下記の申込書類を海陽町役場まち・みらい課へ提出して

ください。

 

３．利用登録完了通知

町より利用登録完了通知を送付します。（登録期間２年）

登録基準に満たないと判断した場合は、登録をお断りする場合があります。

※登録後に登録内容の変更をする場合は、下記の届け出書類を提出してください。

 

４．利用希望者情報の連絡

利用希望者の情報を町から所有者へ連絡します。

 

５．所有者情報の提供

所有者の情報について、町から利用希望者へ連絡します。

※仲介業者の管理する物件の場合、業者の連絡先をお伝えする場合があります。

 

６．交渉・契約

交渉・契約は、当事者間での直接交渉または仲介業者を介した間接交渉となります。

※町は交渉・契約に関する仲介行為は行いません。

※契約に関する紛争及び損害については、町は一切責任を負いません。

 

７．連絡

交渉の結果について、町へご連絡ください。

 

提出書類

必要事項を記入のうえ、海陽町役場 まち・みらい課まで持参または郵送にて提出してください。

 

◆利用登録申込

空き家バンク利用希望者登録申込書（様式第6号）(78KB)

 

◆登録内容の変更

空き家バンク利用登録変更届書（様式第8号）(50KB)

空き家バンク利用希望者登録申込書（様式第6号）(78KB)　※変更箇所を記入してください。

 

※各種提出書類は、海陽町役場 まち・みらい課にも置いてあります。

 

お申込み

海陽町役場　まち・みらい課　TEL 0884-73-4156

〒775-0295　徳島県海部郡海陽町大里字上中須128番地

TOP > 組織 > 海陽町役場 > まち・みらい課

空き家バンクご利用の流れ～空き家を借りたい・買いたい... http://www.town.kaiyo.lg.jp/docs/2016040400036/
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海陽町空き家バンク設置要綱 

 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、海陽町空き家バンク（以下「空き家バンク」という。）を設置することによ

り、海陽町における空き家の有効活用を通して、定住促進及び地域の活性化を図ることを目的

とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。 

（1） 空き家バンク 

海陽町内に存する空き家（空き家となる予定のものを含む。以下「空き家」という。）に関 

する情報を登録し、空き家の利用を希望する者（以下「利用希望者」という。）に対し、情報提

供を行う制度をいう。 

（2） 空き家 

  個人が居住を目的として建築し、現に居住していない（近く居住しなくなる予定のものを含 

 む）建物及びその敷地をいう。ただし、民間事業者による賃貸、分譲等を目的とする建物及び 

その敷地を除く。 

（3） 空き家所有者 

  空き家に係る所有権者で、売却し又は賃貸することができる権利を有する個人所有者をいう。 

（4） 空き家登録者 

  空き家所有者で、第 4条第 3項の規定による登録の通知を受けた者をいう。 

（5） 利用希望者 

  町への定住を目的とした個人又は町内で起業すること等を目的とした法人若しくは個人事業 

 者で空き家バンクからの情報提供を希望する者をいう。 

（適用上の注意） 

第３条 この要綱は、空き家バンク以外による空き家の取引を妨げるものではない。 

（空き家の登録） 

第４条 空き家バンクによる空き家の登録を希望する所有者は、海陽町空き家バンク登録申込書

（様式第 1号）、海陽町空き家バンク登録カード（様式第 2号。以下「登録カード」という。）を 

 町長に提出しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容等を確認のうえ、適切で

あると認めたときは、海陽町空き家バンク登録台帳に登録するものとする。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、登録の対象としないものとする。 

（1） 当該空き家が第 2条第 2号の要件を満たしていないとき。 

（2） 空き家の所有者が第 2条第 3号の要件を満たしていないとき。 

（3） 空き家の所有者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 

号）第 2条第 2 号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は同条第 6 号に規定する暴 

力団員（以下「暴力団員」という。）であるとき、又はそれらと密接な関係を有する者である 

とき。 



（4） その他町長が登録を適当でないと認めるとき。 

３ 町長は、前項の規定による登録をしたときは、海陽町空き家バンク登録結果通知書（様式第

3号）を所有者に通知するものとする。 

４ 町長は、第 2 項の規定による登録をしていない空き家で、空き家バンクに登録することが適

当と認めるものは、当該所有者に対して同バンクへの登録を勧めることができる。 

（登録事項の変更） 

第５条 空き家登録者は、登録した事項に変更があったときは、遅滞なく、海陽町空き家バンク

登録変更届書（様式第 4 号）に登録事項の変更内容を記載した登録カードを添えて、町長に提

出しなければならない。 

（登録の抹消） 

第６条 町長は、空き家バンクの登録について、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家

登録台帳の登録を抹消するとともに、海陽町空き家バンク登録抹消通知書（様式第 5 号）を当

該空き家登録者に通知するものとする。 

（1） 空き家に係る所有権その他の権利に異動があったとき。 

（2） 空き家登録者から登録の抹消の申出があったとき。 

（3） 申込みの内容に虚偽があったとき。 

（4） 空き家登録の日から 5年目の 3月 31 日に到達する日。ただし、改めて登録の申込みを 

行うことにより再登録をしたときは、この限りではない。 

（5） 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。 

（利用希望者の登録） 

第７条 利用希望者は、海陽町空き家バンク利用希望者登録申込書（様式第 6 号）を町長に提出

しなければならない。 

２ 町長は、前項の規定による登録の申込みがあったときは、その内容を確認のうえ、海陽町空

き家バンク利用希望者登録台帳（以下「利用希望者台帳」という。）に登録するものとする。た

だし、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録の対象としないものとする。 

（1） 空き家の利用希望者が第 2条第 5号の要件を満たしていないとき。 

（2） 空き家の利用希望者が暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係を有する者であるとき。 

（3） その他町長が登録を適当でないと認めるとき。 

３ 町長は、前項の規定による登録をしたときは、海陽町空き家バンク利用登録完了書（様式第

7号）を当該利用希望者に通知するものとする。 

（利用希望者に係る登録事項の変更） 

第８条 利用希望者は、前条の規定により登録した事項に変更があったときは、遅滞なく海陽町

空き家バンク利用登録変更届書（様式第 8号）を町長に提出しなければならない。 

（利用希望者台帳の登録の抹消） 

第９条 町長は、利用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用希望者台帳の登録を

抹消するとともに、海陽町空き家バンク利用登録抹消通知書（様式第 9 号）を当該利用希望者

に通知するものとする。 

（1） 空き家の利用の目的等が趣旨に該当しないこととなったとき。 

（2） 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると 



認められるとき。 

（3） 申込みの内容に虚偽があったとき。 

（4） 利用希望者から登録の抹消の申し出があったとき。 

（5） 利用希望者台帳の登録の日から 2年目の 3月 31 日に到達する日。ただし改めて登録の申 

込みを行うことにより再登録をしたときは、この限りではない。 

（6） 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。 

（調査） 

第１０条 町長は、空き家バンク登録の申し込みがあった空き家について、登録の申込みをした

者の希望する価格が適正な価格であるか調査することができる。 

２ 町長は、前項の調査の結果、希望する価格と調査した価格に差異があるときは、空き家バン

クへの登録を拒否することができる。 

（情報の公開） 

第１１条 町長は、空き家バンクに登録された情報は、町のホームページへの掲載、閲覧その他

の方法により一般公開を行うものとする。ただし、空き家登録者が希望しない事項については、

この限りでない。 

（情報提供等） 

第１２条 町長は、必要に応じて、空き家登録者及び利用希望者に対して、空き家登録台帳及び

利用希望者台帳に登録された情報を提供するものとする。 

２ 町長は、空き家登録者及び利用希望者が行う空き家の利用に関する交渉並びに売買契約及び

賃貸借契約については、直接これに関与しない。 

（個人情報の取扱い） 

第１３条 町長は、空き家バンクに係る情報を海陽町個人情報保護条例（平成 18 年海陽町条例第

11 号）に従い、適正に管理しなければならない。 

２ 空き家登録者及び利用希望者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次に掲

げる事項に留意し、適正に取扱うものとし、この登録が解除された後においても、同様とする。 

（1） 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得、収集、作成及 

び利用しないこと。 

（2） 個人情報をき損及び滅失することのないよう適正に管理すること。 

（3） 個人情報は、業務終了後、速やかに廃棄又は消去、その他適正な措置を講じなければなら 

ないこと。 

（4） 個人情報について漏えい、き損又は滅失等の事案が発生したときは、町長に速やかに報告 

し、その指示に従うこと。 

（その他） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

   

附則 

 この要綱は、平成 28年 4月 1 日から施行する。 



様式第6号（第7条関係） 　　　　　登録番号（　　　　　号）

海陽町長　様

　海陽町空き家バンク設置要綱に定める趣旨等に理解し、次に掲げるすべての事項に同意したうえ
で、要綱第7条第1項の規定により、「空き家バンク利用希望者登録台帳」へ登録を申し込みます。

住所

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

電話番号　

Eメール

1.物件の交渉に関わるすべてについて、所有者と利用希望者で責任をもって行います。契約に関す
　る紛争が生じた場合は、双方の責任において解決します。
2.空き家バンク利用希望者登録申込書の記載内容に間違いはありません。
3.空き家所有者及び仲介業者に対して、登録された情報を提供されることに同意します。
4.空き家バンクを利用することで得られた情報については、利用目的に沿ってのみ利用し、他の目
　的で使うことはありません。
5.空き家を利用することとなった場合は、海陽町の生活文化、自然環境への理解を深め、町民とし
　ての自覚を持ち、よりよき住民となることをここに誓約します。

□定住　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　

□賃貸希望 希望家賃 円/月

□購入希望 希望価格 万円

※その他、希望する条件があれば記入してください。

　空き家登録番号

続　柄 年　齢

本人

<注意事項>　
1.海陽町は情報の公開や連絡の調整は行いますが、賃貸・売買に関する交渉、契約に関する仲介行
　為は行いません。
2.賃貸契約又は売買契約に関する紛争及び損害について、町は一切責任を負いません。
3.海陽町個人情報保護条例（平成18年海陽町条例第11号）に基づき、この申込みに伴い保有した個
　人情報は、空き家バンクの目的以外には利用しません。

町記入欄
受付日　 　  　　　　　年　　　月　　　日 登録日　　　　　　　年　　　月　　　日
登録変更日　 　　　　　年　　　月　　　日 有効期日  　　　　　年　　　月　　　日
登録抹消日　 　　　　　年　　　月　　　日 理由（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□契約成立　　□登録抹消　　□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　 　　　　年　　　　月　　　　日

希望する条件

備　考

利用の目的・理由

海陽町空き家バンク利用希望者登録申込書（新規・更新）

希望する物件

氏　名

同居する世帯構成


